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預託金　運用基準　


１　基準の目的
本基準は、預託金の運用基準について定めるものである。
２　使用目的
百年塾の理念に基づく、市民の生涯学習を活性化させるための支援事業、生涯学習
をとおして住みよいまちづくり活動を行うための事業、およびその他百年塾推進本部
の設置目的を達成するために本部長が特に認めた事業に限定して使うことを目的とする。但し、百年塾としての一般の事業の推進のために、日立市からの補助金を補填するような形での使用は禁止する。
３　使用用途
　　 具体的な使用用途を以下に例示する。
（１）百年塾としての新規事業の研究や開発及び実施のために必要となる費用。
（２）百年塾活動の活性化に特別必要な備品等の整備費用。
４　使用手続き
預託金は全て百年塾推進本部事務局が管理することとし、預託金勘定の予算及び
決算は、総会での審議・承認事項とする。使用の手続きは全て百年塾推進本部事務局が行う。
予算は、各部会などから提出される使用についての希望を含めて、副本部長・部会
長会議にて検討して次年度の予算（案）を作成、企画会議での審議を経て総会に提案
し承認を得る。
５　運用の目安
　（１）年度毎の平均的な使用額は、50万円を目安とする。但し複数年に亘る繰越または
先行使用を許容する。
（２）予算作成時に、具体的な予算項目の有無やその金額にかかわらず、急な必要費用
の発生に対応するため、「企画会議事項」の別名目で20万円を予算化しておくこ
とができる。但し費用発生の必要が無かった場合や残った場合は、残額を預託
金勘定に戻すこととする。
６　本基準は、平成２５年４月２６日に開催された百年塾平成２５年度総会において承認
され、同日付にて発効された。




